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本資料をご確認の上、担当部署までご連絡ください。

スライド１枚目



重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
に関する法律（平成２８年法律第９号）第１０条第１項の規定
により、下図の基地上空及び青線の枠内については、小型無人
機等の飛行が禁止されています。

スライド２枚目



当該区域において、小型無人機等の飛行を希望される場合
は、飛行当日１５日前（基準）までに以下の担当部署まで
ご連絡ください。

担当部署：航空自衛隊松島基地
第４航空団司令部防衛部 防衛班
（0225-82-2111（内線：252））

スライド３枚目


